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新宿区の概要
東京二十三区のほぼ中央に位置する新宿区は、一日平均乗降客数が14路線で約２７０

万人の新宿駅を中心に、都庁を含む西口のオフィス街と東口の繁華街「歌舞伎町」を擁するほか、

高田馬場、神楽坂、新大久保など多くの人やが集まるエリアがあります。

面積：１８.２２㎢

人口：３５２,７１７人（令和7年1月1日現在）

うち、外国人住民４８,０９７人（13.6％）

＊単身世帯の割合が高く（世帯数の２/３）

＊２０、３０代では５０~７０%を占める。

＊人口の３割が５年以内に転居・転出している。

（＊は2020年国勢調査データから）
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プラスチックの資源化
〇プラスチック容器包装廃棄物 （新宿区では「容器包装プラスチック」と呼称）

平成19年（2007年）9月からモデル回収を開始し、平成20年度から区内全域で実施しました。

平成20年度から令和5年度までの16年間で「日本容器包装リサイクル協会」を通じて引き渡した（指定

法人ルート）総量は、２４,８４２㌧（年平均１,５５２㌧）です。

〇プラスチック容器包装廃棄物以外のプラスチック使用製品廃棄物 （区では「製品プラスチック」と呼称）

令和５年にプラスチック容器包装廃棄物を含む再商品化計画（法３３条）の認定を受け、

令和６年４月より区内全域で一括回収を実施しています。

回収する製品プラスチックは、１００％プラスチックでできており、大きさが３０㎝を超えないものとし、

回収量は、従来（容器包装プラスチックのみ）と比べ約２０％ほど増加しています。
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小型充電式電池等への対応 (1)
〇従来からの対応

・区内のJBRC回収協力店（家電量販店、自転車販売店など）を紹介

・変形や膨張など回収対象外の場合は、清掃事務所窓口（３か所）で対応

・不燃ごみ、粗大ごみ、資源プラスチックからピックアップ回収

〇東京二十三区清掃一部事務組合が運営する不燃ごみ・粗大ごみ中間処理施設で

大規模な火災事故が発生しました。

・令和２年 不燃ごみ処理施設

・令和５年 粗大ごみ処理施設
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小型充電式電池等への対応 (2)
〇令和７年４月から （従来の対応に加え）

「毎週１回、資源・ごみ集積所で、資源の回収日に回収します。

電極をテープで絶縁し、中身の見えるポリ袋等に入れてお出しください。」と案内

令和７年３月に、広報紙、専用チラシの全戸配布を実施し、

区のホームページ、公式SNSに動画をアップするなど、

正しい分別・排出方法の周知啓発に努めていきます。
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【担当】 新宿区 新宿清掃事務所 事業係
電話 ０３－３９５０－２９６２
E-mail seisojimu@city.Shinjuku.lg.jp


